
 

京都市火薬類取締法施行規程 
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京都市火薬類取締法施行規程を次のように定める。 

京都市火薬類取締法施行規程 

（目的） 

第１条 この訓令は，火薬類取締法施行令（以下「令」という。），火薬類取締法施行規則（以下「省令」

という。）及び京都市火薬類取締法施行細則（以下「細則」という。）に定めるもののほか，火薬類取

締法（以下「法」という。）の施行に関し，必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この訓令において使用する用語は，法，省令及び細則において使用する用語の例による。 

（製造営業の許可の申請） 

第３条 消防局長（以下「局長」という。）は，法第３条の規定による製造の業の許可について申請があ

った場合は，必要に応じて現地調査を行うものとする。 

２ 局長は，前項の申請について，必要がある場合は京都府公安委員会に意見を求めることができる。 

３ 局長は，第１項の申請について，申請者に審査の結果を審査結果通知書（第１号様式）により通知

しなければならない。 

４ 局長は，第１項の申請について許可した場合は，必要に応じて当該製造所に対し，立入検査を行う

ものとする。 

（販売営業の許可の申請） 

第４条 局長は，法第５条の規定により販売の業の許可について申請をしようとする者に対し，省令で

定める申請書に次に掲げる書類を添付して提出するよう指導しなければならない。 

⑴ 仕入先との間の火薬類の取引を証する書面 

⑵ 事業開始後２年間の収支予算 

⑶ 法人にあっては登記簿謄本 

⑷ 住民票 

⑸ 販売所の位置図，付近見取図及び平面図 

２ 局長は，法第５条の規定による許可の申請があった場合は，必要に応じて現地調査を行うものとす

る。 

３ 局長は，前項の申請について，必要がある場合は京都府公安委員会に意見を求めることができる。 

４ 局長は，第２項の申請について，申請者に審査の結果を審査結果通知書（第１号様式）により通知



 

しなければならない。 

５ 局長は，第２項の申請について許可した場合は，必要に応じて当該販売所に対し，立入検査を行う

ものとする。 

（製造施設等変更の許可の申請） 

第５条 局長は，法第１０条の規定による製造施設等の変更の許可について申請があった場合は，必要

に応じて現地調査を行うものとする。 

２ 局長は，前項の申請について，申請者に審査の結果を審査結果通知書（第１号様式）により通知し

なければならない。 

（火薬庫外において火薬類を貯蔵することができる場所の指示の申出） 

第６条 局長は，細則第３条第１項の規定による庫外貯蔵場所の指示を受けようとする者に対し，庫外

貯蔵場所指示申出書（第２号様式）に次に掲げる書類を添付して提出するよう指導しなければならな

い。 

⑴ 自動警報装置の配置図，配線図及び機器図（当該装置を要する場合に限る。） 

⑵ 自動消火設備の配置図，配管図，配線図及び機器図（当該設備を要する場合に限る。） 

⑶ 土地使用承諾書又は契約書等の写し（他者が所有する土地に設置する場合に限る。） 

２ 局長は，細則第３条第１項の規定による申出があった場合は，必要に応じて現地調査を行うものと

する。 

３ 局長は，前項の申出について，指示する場合にあっては庫外貯蔵場所指示書（第３号様式）により，

指示しない場合にあっては庫外貯蔵場所に係る審査結果通知書（第４号様式）により，審査の結果を

申出者に通知しなければならない。 

４ 局長は，第２項の申出について指示した場合は，必要に応じて当該庫外貯蔵場所に対し，立入検査

を行うものとする。 

５ 細則第３条第３項に規定する別に定める軽微な変更は，次に掲げるものとする。 

⑴ 貯蔵する火薬類の種類及び数量（省令第１５条第１項の表中，貯蔵する者等の区分が変わらず，

かつ，同表に掲げられたそれぞれの区分に応じた種類及び数量の範囲内の変更に限る。）の変更 

⑵ 庫外貯蔵場所の構造及び設備（同等以上の性能を有すると認められる程度の変更に限る。）の変更 

６ 局長は，細則第３条第３項の規定により軽微な変更の届出をしようとする者に対し，庫外貯蔵場所

変更届（第５号様式）に当該届出に係る第３項の規定により通知した指示書の写しを添付して提出す

るよう指導しなければならない。 

７ 局長は，細則第３条第３項の規定による軽微な変更の届出があった場合は，必要に応じて当該庫外

貯蔵場所に対し，立入検査を行うものとする。 

８ 局長は，細則第３条第３項の規定により指示を受ける必要がなくなったことの届出をしようとする

者に対し，庫外貯蔵場所指示不要届（第６号様式）に当該届出に係る第３項の規定により通知した指

示書を添付して提出するよう指導しなければならない。 

９ 局長は，細則第３条第３項の規定による指示を受ける必要がなくなったことの届出があった場合は，

必要に応じて当該庫外貯蔵場所に対し，立入検査を行うものとする。 



 

（火薬庫の設置等の許可の申請） 

第７条 局長は，法第１２条第１項の規定により火薬庫の設置，移転又はその構造若しくは設備の変更

の許可について申請をしようとする者に対し，省令で定める申請書に次の各号に掲げる区分に応じ，

それぞれ当該各号に掲げる書類を添付して提出するよう指導しなければならない。 

⑴ 土地所有者が申請者以外である場合 土地使用承諾書又は契約書等の写し 

⑵ 変更の場合 変更内容が分かる書類 

２ 局長は，法第１２条第１項の規定による許可の申請があった場合は，必要に応じて現地調査を行う

ものとする。 

３ 局長は，前項の申請について，必要がある場合は京都府公安委員会に意見を求めることができる。 

４ 局長は，第２項の申請について，申請者に審査の結果を審査結果通知書（第１号様式）により通知

しなければならない。 

（火薬庫承継の届出） 

第８条 局長は，法第１２条の２第２項の規定により火薬庫の承継について届出をしようとする者に対

し，省令で定める届出書に次の各号に掲げる場合の区分に応じ，それぞれ当該各号に掲げる書類を添

付して提出するよう指導しなければならない。 

⑴ 譲渡又は引渡しによる承継の場合 譲渡（引渡し）証明書（又は譲渡契約書の写し）及び譲渡（引

渡し）理由説明書 

⑵ 相続による承継の場合 設置の許可を受けた者の相続に係る相続人全員の同意書，被相続人の戸

籍謄本又は除籍謄本及び承継相続人の住民票 

（自己の用に供する火薬庫を所有し，又は占有しないことの許可の申請） 

第９条 局長は，細則第４条第１項の規定により申請をしようとする者に対し，専ら自己の用に供する

火薬庫を所有し，又は占有しないことの許可申請書（第７号様式）に次の各号に掲げる場合の区分に

応じ，当該各号に定める書類を添付して提出するよう指導しなければならない。 

⑴ 火薬庫を共同で使用する場合 次に掲げる書類 

ア 共同使用する火薬庫の位置図，付近見取図及び工事設計明細書 

イ 共同使用する火薬庫について，申請者が使用する部分を示す図面 

ウ 火薬庫の共同使用に関する覚書等の写し 

⑵ 火薬類を直接販売先の火薬庫に納める場合 次に掲げる書類 

ア 販売業者が販売する火薬類を納入先の火薬庫に納めることについての承諾書 

イ 販売業者が納めた火薬類が返品された場合の一時的な貯蔵場所として当該火薬庫を使用するこ

とについての承諾書 

⑶ 貯蔵場所を庫外貯蔵場所とする場合 次に掲げる場合の区分に応じ，それぞれ次に掲げる書類 

ア 既存の庫外貯蔵場所の場合 第６条第３項の規定により通知した指示書の写し 

イ 新たに指示を受けようとする庫外貯蔵場所の場合 細則第３条第２項第１号及び第２号に掲げ

る書類（既に細則第３条に規定する書面を提出している場合を除く。） 

２ 局長は，前項の申請をしようとする者に対し，法第２９条第１項に規定する保安教育計画の認可に



 

ついて，同時に申請するよう指導しなければならない。 

３ 局長は，細則第４条第１項の規定による許可の申請があった場合は，必要に応じて現地調査を行う

ものとする。 

４ 局長は，前項の申請について，申請者に審査の結果を審査結果通知書（第１号様式）により通知し

なければならない。 

５ 局長は，第３項の申請について許可した場合は，必要に応じて当該場所に対し，立入検査を行うも

のとする。 

６ 細則第４条第２項に規定する別に定める軽微な変更は，次の各号に掲げる場合の区分に応じ，それ

ぞれ当該各号に掲げる事項とする。 

⑴ 火薬庫を共同で使用する場合 共同で使用する者の氏名及び住所（法人にあっては，名称及び代

表者名並びに主たる事務所の所在地）の変更 

⑵ 火薬類を直接販売先の火薬庫に納める場合 納入先の縮小 

７ 局長は，細則第４条第２項に規定する変更について届出をしようとする者に対し，専ら自己の用に

供する火薬庫を所有し，又は占有しないことの許可変更届（第８号様式）により届け出るよう指導し

なければならない。 

８ 局長は，細則第４条第２項の規定により許可を要しないことについて届け出ようとする者に対し，

専ら自己の用に供する火薬庫を所有し，又は占有しないことの許可不要届（第９号様式）により届け

出るよう指導し，必要に応じて当該場所に対し，立入検査を行うものとする。 

（完成検査） 

第１０条 局長は，法第１５条第１項又は第２項の規定による完成検査において，省令で定める技術上

の基準に適合していないと認める場合は，当該検査の申請者に検査不適合通知書（第１０号様式）に

より通知しなければならない。 

（営業の廃止等の届出） 

第１１条 局長は，法第１６条第１項又は第２項の規定により廃止の届出をしようとする者に対し，製

造（販売）営業・火薬庫廃止届（第１１号様式）に帳簿の写し等，残火薬類の措置に係る書類を添付

して提出するよう指導しなければならない。 

２ 局長は，法第１６条第１項又は第２項の規定による届出があった場合は，必要に応じて当該製造所，

販売所又は火薬庫に対し，立入検査を行うものとする。 

（譲渡許可の申請） 

第１２条 局長は，法第１７条第１項の規定により譲渡の許可の申請をしようとする者に対し，省令で

定める申請書に譲渡する相手方が譲り受けることができる者であることを示す書類（譲受許可証の写

し又は法第１７条第１項各号のいずれかに該当することを示す書類）を添付して提出するよう指導し

なければならない。 

２ 局長は，法第１７条第１項の規定による譲渡の許可の申請について不許可とする場合，その旨を審

査結果通知書（第１号様式）により通知しなければならない。 

（譲受許可の申請） 



 

第１３条 局長は，法第１７条第１項の規定により譲受の許可の申請をしようとする者に対し，省令で

定める申請書に次の各号に掲げる場合の区分に応じ，それぞれ当該各号に掲げる書類を添付して提出

するよう指導しなければならない。 

⑴ 建設用びょう打ち銃用空包について申請しようとする場合 鉄砲所持許可証（第１から３面まで）

の写し 

⑵ コンクリート破砕器について申請しようとする場合 コンクリート破砕器作業主任技能講習修了

証の写し 

⑶ 鉱業法により鉱物を掘採する目的で申請しようとする場合 鉱業権登録済通知書の写し又は採掘

権に関する施業案の認可証の写し 

２ 局長は，法第１７条第１項の規定による譲受の許可の申請について不許可とする場合は，その旨を

審査結果通知書（第１号様式）により通知しなければならない。 

（譲渡許可証又は譲受許可証の譲渡人又は譲受人の記載欄の増補） 

第１４条 局長は，細則第７条の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の譲渡人又は譲受人の記載欄の

増補を受けようとする者に対し，譲渡（譲受）人記載欄増補申出書（第１２号様式）に譲渡許可証又

は譲受許可証を添付して提出するよう指導しなければならない。 

（譲渡許可証及び譲受許可証の書換えの申請） 

第１５条 局長は，法第１７条第７項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の書換えを受けようとす

る者に対し，省令で定める申請書に申請者が法人の場合にあっては登記簿謄本を，個人の場合にあっ

ては戸籍謄本を添付して提出するよう指導しなければならない。 

（譲渡許可証及び譲受許可証の再交付の申請） 

第１６条 局長は，法第１７条第８項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の再交付の申請をしよう

とする者に対し，省令で定める申請書に申請の理由が喪失又は盗取の場合は，喪失し，又は盗取され

た事実を証明する書類（警察への事故届の写し等）を添付して提出するよう指導しなければならない。 

（消費許可の申請） 

第１７条 局長は，法第２５条第１項の規定により消費の許可について申請をしようとする者に対し，

省令で定める申請書に次に掲げる書類を添付して提出するよう指導しなければならない。 

⑴ 工事証明書 

⑵ 申請者が元請業者でなく下請業者の場合は工事請負契約書の写し等に加え，元請業者と下請業者

の契約関係を証する書類 

⑶ 火薬類取扱所又は火工所の構造図及び仕様書 

⑷ 消費地に近接する保安物件所有者の承諾書 

⑸ 輸入煙火については，その組成及び構造の明細を記載した書類 

⑹ 消費場所の詳細図 

⑺ 関係機関への手続に係る許可書，届出書等の写し 

２ 局長は法第２５条第１項の規定による許可の申請があった場合は，必要に応じて現地調査を行うも

のとする。 



 

３ 局長は，前項の申請について，申請者に審査の結果を審査結果通知書（第１号様式）により通知し

なければならない。 

４ 局長は，第２項の申請について許可した場合は，必要に応じて当該消費に立ち会うものとする。 

（廃棄許可の申請） 

第１８条 局長は，法第２７条第１項の規定により廃棄の許可について申請をしようとする者に対し，

省令で定める申請書に次に掲げる書類を添付して提出するよう指導しなければならない。 

⑴ 廃棄計画書 

⑵ 廃棄場所の位置図及び付近見取図 

⑶ 保安手帳所持者にあってはその写し 

⑷ 廃棄を依頼する場合にあっては火薬類廃棄承諾書 

２ 局長は，前項の申請をしようとする者に対し，廃棄を指揮する者は保安責任者免状を有する者とす

るよう指導しなければならない。 

３ 局長は，法第２７条第１項の規定による許可の申請があった場合は，必要に応じて現地調査を行う

ものとする。 

４ 局長は，前項の申請について，申請者に審査の結果を審査結果通知書（第１号様式）により通知し

なければならない。 

（危害予防規程の認可の申請） 

第１９条 局長は，法第２８条第１項の規定により危害予防規程の認可について申請があった場合は，

申請者に審査の結果を審査結果通知書（第１号様式）により通知しなければならない。 

（保安教育計画の認可の申請） 

第２０条 局長は，法第２９条第１項の規定により保安教育計画の認可について申請をしようとする者

に対し，保安教育計画認可（変更）申請書（第１３号様式）により申請するよう指導しなければなら

ない。 

２ 局長は，法第２９条第１項規定による認可の申請について，申請者に審査の結果を審査結果通知書

（第１号様式）により通知しなければならない。 

（保安教育計画を定めるべき者の指定及び指定の取消しの申出） 

第２１条 局長は，法第２９条第４項に規定する保安教育計画を定めるべき者の指定を行おうとする場

合は，保安教育計画を定めるべき者の指定書（第１４号様式）により指定するものとする。 

２ 局長は，省令第６７条の７第３項に規定する保安教育計画を定めるべき者の指定について取消しを

行おうとする場合は，保安教育計画を定めるべき者の指定取消書（第１５号様式）により行うものと

する。 

３ 局長は，省令第６７条の７第４項に規定する保安教育計画を定めるべき者の指定の取消しを求めよ

うとする者に対し，保安教育計画を定めるべき者の指定の取消申出書（第１６号様式）に，法第２９

条第４項に規定する指定の要件（以下「指定要件」という。）を欠くに至ったことを証明する書類を添

付して提出するよう指導しなければならない。 

４ 局長は，省令第６７条の７第４項の規定による申出について，指定要件を欠くに至ったと認められ



 

る場合にあっては，第２項に規定する取消書により取消しを行い，認められない場合にあっては，保

安教育計画を定めるべき者の指定に係る審査結果通知書（第１７号様式）によりその旨を申出者に通

知しなければならない。 

（保安責任者等の選解任の届出） 

第２２条 局長は，法第３０条第３項及び第３３条第２項の規定により保安責任者等の選任又は解任に

ついて届出をしようとする者に対し，保安責任者等選任（解任）届（第１８号様式）により届け出る

よう指導しなければならない。 

（保安検査） 

第２３条 局長は，法第３５条第１項の規定による保安検査において，省令で定める技術上の基準に適

合していないと認める場合は，当該検査の申請者に検査不適合通知書（第１０号様式）により通知し

なければならない。 

（休止施設等の届出） 

第２４条 局長は，細則第１２条に規定する休止施設等の届出をしようとする者に対し，休止届（第１

９号様式）により届け出るよう指導しなければならない。 

２ 局長は，細則第１２条の届出があった場合は，必要に応じて当該特定施設又は火薬庫に対し，立入

検査を行うものとする。 

（定期自主検査の計画） 

第２５条 局長は，法第３５条の２第２項に規定する定期自主検査についての計画を定め，又は変更し

た届出をしようとする者に対し，定期自主検査計画作成（変更）届（第２０号様式）により届け出る

よう指導しなければならない。 

（定期自主検査の終了の報告） 

第２６条 局長は，法第３５条の２第３項に規定する定期自主検査の終了について報告しようとする者

に対し，定期自主検査終了報告書（第２１号様式）により報告するよう指導しなければならない。 

（安定度試験の結果の報告） 

第２７条 局長は，法第３６条に規定する安定度試験の結果について報告しようとする者に対し，安定

度試験結果報告書（第２２号様式）により報告するよう指導しなければならない。 

（製造集計の報告） 

第２８条 局長は，省令第８１条の１４の表第１号に規定する報告をしようとする者に対し，火薬類製

造年度集計報告書（第２３号様式）により報告するよう指導しなければならない。 

（製造営業許可申請書記載事項変更の報告） 

第２９条 局長は，省令第８１条の１４の表第２号に規定する報告をしようとする者に対し，火薬類製

造営業許可申請書記載事項変更報告書（第２４号様式）により報告するよう指導しなければならない。 

（販売集計の報告） 

第３０条 局長は，省令第８１条の１４の表第４号に規定する報告をしようとする者に対し，火薬類販

売年度集計報告書（第２５号様式）により報告するよう指導しなければならない。 

（販売営業許可申請書記載事項変更の報告） 



 

第３１条 局長は，省令第８１条の１４の表第５号に規定する報告をしようとする者に対し，火薬類販

売営業許可申請書記載事項変更報告書（第２６号様式）により報告するよう指導しなければならない。 

（火薬庫設置等許可申請書記載事項変更の届出） 

第３２条 局長は，省令第８１条の１４の表第７号に規定する届出をしようとする者に対し，火薬庫設

置等許可申請書記載事項変更届（第２７号様式）により届け出るよう指導しなければならない。 

（火薬庫出納集計の報告） 

第３３条 局長は，省令第８１条の１４の表第８号に規定する報告をしようとする者に対し，火薬庫出

納年度集計報告書（第２８号様式）により報告するよう指導しなければならない。 

（火薬庫設置等許可申請書記載事項変更の報告） 

第３４条 局長は，省令第８１条の１４の表第９号に規定する報告をしようとする者に対し，火薬庫設

置等許可申請書記載事項変更報告書（第２９号様式）により報告するよう指導しなければならない。 

（消費許可申請等記載事項変更の届出） 

第３５条 局長は，省令第８１条の１４の表第１１号に規定する届出をしようとする者に対し，火薬類

消費許可申請書記載事項変更届（第３０号様式）により届け出るよう指導しなければならない。 

（消費集計の報告） 

第３６条 局長は，省令第８１条の１４の表第１２号に規定する報告をしようとする者に対し，火薬類

消費年度集計報告書（第３１号様式）により報告するよう指導しなければならない。 

（廃棄許可申請書記載事項変更の届出） 

第３７条 局長は，省令第８１条の１４の表第１４号に規定する届出をしようとする者に対し，火薬類

廃棄許可申請書記載事項変更届（第３２号様式）により届け出るよう指導し，届出をしようとする者

が法人である場合は，登記簿謄本を添付するよう指導しなければならない。 

（相続等の届出） 

第３８条 局長は，省令第８１条の１４の表第１５号に規定する届出をしようとする者に対し，相続等

火薬類所有権取得届（第３３号様式）により届け出るよう指導しなければならない。 

附 則 

この訓令は，平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月１日京都市消防局訓令甲第４号） 

この訓令は，公布の日から施行する。 


